
当院の施設基準について 

令和８年４月１日現在 

 

診療日：月曜日～金曜日 

ただし、国民の祝日（その日が日曜日にあたる時はその翌日）、12月 29日～31日、１月２日、１月３日

を除く。 

診察時間：午前８時１５分～午後５時０分 

 

 

療担規則及び薬担規則並びに療担規則に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項について 

 

１．入院基本料の概要 

当院では、一般病床で一般病棟入院基本料の「急性期一般入院料１」を算定しております。なお、病

棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。病棟ごとの実際の看護配置につきましては、各

病棟に詳細を提示しておりますのでご参照ください。  

 

２．ＤＰＣ対象病院 

当院は「ＤＰＣ対象病院」であり、入院診療費の算定においては、診断群分類点数表に基づいた「包

括払い方式」を導入しております。 

 

３．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援

に関する事項 

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が協同して、患者さんに関する診療計画を策定し、

７日以内に文書によりお渡ししています。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管

理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 

また、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の

内容を踏まえ、適切な医師支援決定に関する指針を定めております。 

 

４．身体的拘束最小化の取り組みに関する事項 

 当院では、多職種による身体的拘束最小化チームを設置し、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束を行わない取り組みを行っております。 

 

５．施設基準届出状況について 

 当院が現在届出を行っている施設基準につきましては、トップページの「届出施設基準」をご覧くだ

さい。 

 

 



 

６．「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、

個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。 

 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で

会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてそ

の旨お申し出ください。 

 

７．「入院時食事療養（Ⅰ）について」 

当院では、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食

事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。 

 「特別メニューの食事について」 

当院は平日の昼食のみ選択メニューを実施しています。あらかじめ提示した昼食メニュー［Ａ食（基本

メニュー）・Ｂ食（特別メニュー）の２種類］から、患者さんの希望により食事を選択できます。なお、

Ｂ食を選んだ方は１食につき自己負担金２２円が必要です。 

 

８．保険外負担について 

 当院で負担をお願いしている実費の種類につきましては、トップページの「その他保険外料金」をご

覧ください。 

 

９．間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に関する事項について 

 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用が診療報酬上対象とならない場合において、当該機器の支給を

行った場合、当院では選定療養の費用として、通常の診療費とは別に以下の金額をご負担いただきます。 

 

 

 

間歇スキャン式持続血糖測定器の種類 金額（税込） 

FreeStyle リブレ 6,875円/台 

FreeStyle リブレ（センサー） 6,875円/個 

FreeStyle リブレ 2 6,875円/台 

FreeStyle リブレ 2（センサー） 6,875円/個 

 

 

 

 

 

 

 



保険外併用療養費（選定・評価療養）について 

 

１．室料差額 

当院では以下のとおり、特別環境療養室（有料室）をご用意しております。 

有料室料金一覧(１日当)
（令和７年３月１日～）

区分 病室 料金(税込)

特別室
4西：401号 4東：451号
5西：501号 5東：551号
6西：601号

14,850円

個室Ａ

3西（316号・318号・320号・
321号・322号・323号）

4西（405号・406号・413号）
4東（455号・456号・457号）
5西（505号・506号・514号）
5東（555号・556号・557号・

558号）
6西（605号・606号・607号・

608号・610号・611号・
615号）

8,800円

個室Ｂ
4西（423号）5西（525号）
6西（625号） 6,050円

準個室

3西（312号）
4西（422号）
4東（452号・472号）
5西（523号）
5東（552号・572号）

3,300円

有料室以外の病室に関しては、床頭台(テレビ、冷蔵庫、私物収
納設備)の利用料が１日500円かかります。
入院時に同意書への記入をお願いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

大部屋の床頭台料金について

山口労災病院
 

２．病院の初診及び再診に関する基準 

 当院では、紹介状をお持ちでない患者さんからは、初診に係る費用として 7,700円、再診に係る費用

として 3,300円（いずれも消費税含む）をご負担いただきます。ただし、救急車により来院された場合

等は、ご負担はありません。 

 

３．180日を超える入院に関する事項 

 180日を超える入院につきましては、患者さんご自身の選択に係るものとして、入院１日につき 2,783

円（消費税含む）をご負担いただきます。 

 

４．治験に係る診療に関する基準 

 当院では、患者さんの同意の下、医薬品等の臨床試験・治験を行っております。 

 



５．後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について 

 長期収載品（後発医薬品のある先発医薬品）を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患

者さんの自己負担額が発生します。 

◯選定療養費の対象となる場合 

・院内処方（入院患者は除く） 

・院外処方 

○選定療養費の対象となる医薬品について 

・後発医薬品が発売され、５年以上経過した先発医薬品（準先発品含む） 

・後発医薬品への置換え率が 50％以上の先発医薬品 

○対象から除外されるケース 

・医師が医療上の必要性があると判断した場合 

・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合 

・バイオ医薬品 

○自己負担額について 

 長期収載品（先発医薬品）の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から４分の１ 

（選定療養費には消費税もかかります） 

 ※詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。 

 

施設基準に関する事項について 

 

医科点数表第２章第 10部手術の通則の５及び６（歯科点数表第２章第９部手術の通則４を含む）に掲げ

る手術 

手術件数の詳細につきましては、トップページの「手術件数について」をご覧ください。 

 

栄養サポートチームによる診療について 

 当院では、栄養状態の悪い患者さんに対して、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士等、さまざまな職

種のメンバーにより、適切な栄養管理を行っております。 

 

医療情報取得加算・医療ＤＸ推進体制整備加算 

・当院は、オンライン資格確認を行っております。診察室等において、受診歴、薬剤情報、特定健診情

報やその他必要な診療情報をオンライン資格確認で取得・活用して診療を行います。 

・当院は、マイナ保険証の利用を促進し、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んで

おります。また、電子処方箋の発行を行っております。 

 

がん性疼痛緩和指導管理料 

 当院では、がん性疼痛の緩和を目的とした神経ブロックをがん患者に提供できる体制を整えておりま

す。 

 



院内トリアージ実施料 

 当院は夜間、休日または深夜において、受診された初診の患者さん(救急車等で緊急に搬送された方を

除く)に対して、来院後、速やかに緊急性について判断した場合、診察にかかる料金に「院内トリアージ

実施料」を算定しております。 

 救急外来で診察を行う患者さまに、看護師又は医師があらかじめ病状を確認させていただき、診察の

優先度を決めさせていただきます。(院内トリアージ) 

診察の順番は、来院された患者さんの緊急度や重傷度によって決定するものであり、受付した順番で

診察するとは限りません。したがって、場合によっては待ち時間が長くなる場合がありますのでご了承

ください。 

 

協力対象施設入所者入院加算 

当院では、協力対象施設入所者入院加算の届出を行っています。介護保険施設の協力医療機関として、

当該介護保険施設から 24時間連絡を受ける体制をとっています。また、緊急時には入院できる病床を確

保しています。当該介護保険施設等との入所者の診療情報および緊急時の対応方針等の共有を図るため、

連携体制を構築している施設は以下のとおりです。 

 

・特別養護老人ホーム フクシア 

 

歯科点数表の初診料の注１ 

当院では、安全で良質な医療を提供するために、感染対策指針を策定し、全職員が院内感染防止対策

を実施しております。 

 

歯科外来診療医療安全対策加算 

当院では、以下のとおり歯科診療に係る医療安全管理対策を実施しています。 

・医療安全対策に係る研修を修了した常勤歯科医師の配置 

・歯科外来診療部門に医療安全管理者の配置 

・安心で安全な歯科医療環境の提供を行うための以下の装置・器具の保有 

（ＡＥＤ、経皮的動脈血酸素飽和度測定器、酸素（人工呼吸・酸素吸入用のもの）、血圧計、救急蘇生セ

ット） 

・歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体

制の整備 

当院の詳細な医療安全体制につきましては、ホームページの「当院について」から、「概要・沿革」の

「医療安全管理室」の記載をご覧ください。 


